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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側面パネルに取り付けられ、接続バルブを覆うカバーを備えた室外ユニットであって、
　前記カバーに跨がって前記カバーを前記側面パネルに固定する固定部材を設け、該室外
ユニットで使用されている冷媒の冷媒名を前記固定部材に表示している
　ことを特徴とする室外ユニット。
【請求項２】
　側面パネルに取り付けられ、接続バルブを覆うカバーを備えた室外ユニットであって、
　前記カバーの縁部に嵌るネジ保持部を有し、前記カバーを前記側面パネルに固定する固
定部材を設け、該室外ユニットで使用されている冷媒の冷媒名を前記固定部材に表示して
いる
　ことを特徴とする室外ユニット。
【請求項３】
　前記縁部には、前記ネジ保持部を嵌めるための穴が形成されており、
　前記穴は、
　前記カバーを前記側面パネルに取り付ける際に使用するネジ部の頭部の径よりも大きく
形成されている
　ことを特徴とする請求項２に記載の室外ユニット。
【請求項４】
　前記冷媒名を表示したラベルを貼り付けることで前記冷媒名を表示している
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　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の室外ユニット。
【請求項５】
　前記冷媒名を刻印している
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の室外ユニット。
【請求項６】
　前記冷媒名を凹形状に刻印している
　ことを特徴とする請求項５に記載の室外ユニット。
【請求項７】
　側面パネルに取り付けられ、接続バルブを覆うカバーを備えた室外ユニットであって、
　前記カバーの裏面に、該室外ユニットで使用されている冷媒の冷媒名を表示したラベル
を貼り付けることで前記冷媒名を表示しており、
　作業中に分解した部品の部品入れとなる部分に前記ラベルを貼り付ける
　ことを特徴とする室外ユニット。
【請求項８】
　前記カバーの内部に板状片を設け、前記板状片により区画された領域の少なくとも１つ
の面に前記ラベルを貼り付ける
　ことを特徴とする請求項７に記載の室外ユニット。
【請求項９】
　前記カバーの表面の一部を平面状に形成している
　ことを特徴とする請求項７又は８に記載の室外ユニット。
【請求項１０】
　前記カバーの表面に複数の突起を形成している
　ことを特徴とする請求項７又は８に記載の室外ユニット。
【請求項１１】
　前記カバーの表面及び裏面の少なくとも一方側には、前記冷媒名の他に、作業上の注意
事項を表示している
　ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の室外ユニット。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の室外ユニットと、
　前記室外ユニットに接続される室内ユニットと、を備えた
　ことを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧縮機式冷凍サイクルを用いた空気調和機の室外ユニットに関し、特に空気
調和機の据え付け時及びサービス時の安全性及び信頼性の向上を図るようにした室外ユニ
ット及び空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、空気調和機には、ハイドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）系のＲ２２
冷媒、もしくはハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）系のＲ４１０Ａ冷媒などが多く用い
られている。現在及び既存の空気調和機としては、Ｒ２２冷媒、もしくはＲ４１０Ａ冷媒
を使用した機器が多数存在している。なお、日本国内では、現在ではＲ４１０Ａ冷媒の機
器が主流に販売されており、また既存の空気調和機を含めてもＲ４１０Ａ冷媒の機器の方
が多いと考えられている。
【０００３】
　しかしながら、近年、オゾン層保護の観点および地球温暖化防止の観点から、可燃性を
もつ冷媒であるＨＦＣ系冷媒のＲ３２（ジフルオロメタン）、ハイドロフルオロオレフィ
ン系の冷媒（ＨＦＯ１２３４ｙｆ、ＨＦＯ１２３４ｚｅ等）、Ｒ３２やＨＦＯ系との混合
冷媒、もしくは、Ｒ２９０（プロパン）やＲ６００ａ（イソブタン）などの自然冷媒が注
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目されている。中でも、ＨＦＣ系のＲ３２冷媒、もしくはＨＣ系のＲ２９０（プロパン）
冷媒への代替化が注目されている。Ｒ３２冷媒及びＲ２９０冷媒は、大気放出による地球
温暖化係数（以下、ＧＷＰと称する）が、Ｒ２２冷媒及びＲ４１０Ａ冷媒などと比べて非
常に小さくなっていることが特徴である。
【０００４】
　ただし、Ｒ３２冷媒及びＲ２９０冷媒などは、可燃性を有した冷媒のため、安全性に対
して十分に配慮した製品を設計しなければならない。Ｒ２９０冷媒は、強い可燃性を有し
ており取り扱いは十分に注意が必要となる。Ｒ３２冷媒は、Ｒ２９０冷媒に比べて可燃性
が低く、Ｒ２２冷媒及びＲ４１０Ａ冷媒の不燃性冷媒と比較的類似の製品設計が行えるが
、やはり可燃性を有するため、安全設計は必要となる。このため、Ｒ３２冷媒及びＲ２９
０冷媒などの可燃性冷媒を用いる場合には、安全性向上のためにコストを投入する必要が
ある。
【０００５】
　空気調和機は、圧縮機、室外熱交換器、室内熱交換器、四方弁、減圧器などを冷媒配管
で接続した圧縮式冷凍サイクルを有している。そのため、Ｒ３２冷媒及びＲ２９０冷媒な
どの可燃性冷媒を用いた空気調和機の場合には、空気調和機の据え付け時、または、空気
調和機のサービス（例えばメンテナンスや修理）時などのように、冷媒の冷媒回路への充
填作業などの際の安全設計が特に必要となる。
【０００６】
　そのようなものとして、「冷媒を冷媒回路内に充填する注入口を有する冷却装置におい
て、前記注入口の近傍に、使用冷媒の種類を表示する表示部を備えた冷却装置」が開示さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
　また、従来の空気調和機には、室外ユニットに貼り付けられる製品銘版に冷媒名を記載
しているものもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－３１１６２９号公報（図２等参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　空気調和機では、上述したように多種の冷媒が使用されているが、機種毎に決められた
冷媒を使用しなければ、空気調和機の故障の原因となる。また、上述したように、冷媒の
中には可燃性のあるものがあり、冷媒の充填作業の際に冷媒に火気を近づけないように注
意喚起が必要なものもある。従って、作業者に対して使用冷媒名を確実に知らせ、作業上
の注意を喚起するということが非常に重要である。
【０００９】
　特許文献１に記載の技術は、冷媒を充填する注入口（チャージポート）の近傍に、使用
する冷媒の種類を表示するといった注意喚起方法によって、作業者に冷媒の種類を示唆し
ていた。しかしながら、特許文献１の図２のように、注入口の近傍にはラベルを貼り付け
るスペースが少ない製品もあるため、作業上の注意までは記載できない。
【００１０】
　また、製品銘版に冷媒名を記載している空気調和機では、装置の各種規格、仕様と共に
冷媒名を記載するために、表示スペースが限られ、小さな文字でしか印刷できず、作業者
が見落としてしまう可能性がある。
【００１１】
　さらに、いずれの空気調和機であっても、空気調和機の据え付け場所によっては、悪条
件下（例えば、作業場所の明るさが暗い、負担を強いるような作業姿勢等）での据え付け
作業もあるため、表示を見落とし、冷媒の種類を誤る可能性がある。
【００１２】
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　特にＲ３２冷媒及びＲ２９０冷媒などの可燃性を有する冷媒を使用する際には、例え悪
条件下で据え付け作業をしなければならないとしても、見落とす可能性を完全に排除しな
ければ安全性を確保することはできない。そのため、従来よりも確実な方法によって作業
者に使用している冷媒の種類を周知徹底する必要があった。
【００１３】
　また、今後、冷媒の代替化を進めることで、サービスを行う作業者は、扱う冷媒の種類
が増加し、誤って異なる冷媒を封入してしまうような事態が多く発生すると考えられる。
このような場合、著しく安全性や信頼性が損なわれてしまうという課題がある。
【００１４】
　例えば、既存のＲ２２冷媒、もしくはＲ４１０Ａを用いた空気調和機は、可燃性冷媒に
おける安全設計を行っていない。この既存の空気調和機に誤って可燃性のある冷媒を封入
したことを想定すると、据え付け作業時やサービス作業時に冷媒の漏れが生じた場合や、
空気調和機の使用時に冷媒回路が欠損して冷媒が漏れた場合に、周囲が可燃濃度に達し、
引火物があれると冷媒が燃焼し、重大な事故を招く可能性もある。
【００１５】
　また、可燃性冷媒を用いた空気調和機に、逆にＲ２２冷媒、もしくはＲ４１０Ａ冷媒を
誤って封入した場合に、例えば特に冷凍機油は、冷媒の種類に応じて適正な種類の冷凍機
油を選定しているため、圧縮機の内部が磨耗したり、冷房や暖房性能の低下を招いたりし
て、信頼性が著しく低下する。
【００１６】
　そこで、空気調和機の据え付け時やサービス時において、誤った冷媒を封入しないため
に、冷媒チャージポートのチャージ部のポートの径を冷媒に応じて変更すれば、容易に誤
った冷媒を封入しない対策が行える。しかしながら、冷媒チャージポートのチャージ部の
ポートの径を冷媒に応じて変更すると、冷媒をチャージするためのチャージホースや、冷
媒保管用の容器（ボンベ）、冷媒回路を真空引きするための備品の種類も変更しなければ
ならない。そうすると、据え付け作業やサービス作業を行う作業者は、それに適合した設
備を新たに準備する必要があり、費用の負担が大幅に増加することになる。また、これら
の備品を準備せずに、据え付け現場やサービス現場に訪れた場合に、作業者は作業ができ
ず、大きな混乱を招いてしまうことにもなる。
【００１７】
　ところで、２００１年４月の家電リサイクル法の施行により、エアコン（空気調和機）
、冷蔵庫、テレビなど大量に排出される廃棄物は、リサイクルセンターに集まるようにな
っている。リサイクルセンターでは、廃棄物を、作業者の手解体による解体作業及び分別
作業、破砕機による製品の破砕作業、さらには選別機による鉄、銅、アルミ、プラスチッ
ク等の材質の選別作業が行なわれる。加えて、リサイクルセンターでは、廃棄物が空気調
和機の場合、空気調和機に封入されている冷媒の回収も作業者により行なわれている。
【００１８】
　鉄、銅、アルミを再利用する場合は、高熱処理により溶解するため、廃棄物に付着した
異物、不純物、汚れ等の影響は少なく、再利用が容易であり、有価物として再利用されて
いる。プラスチックは、様々なプラスチック材料や色調があり、リサイクルが難しい。し
かしながら、近年は、プラスチック材料の選別が可能になり、多くのプラスチック材料が
再利用されている。
【００１９】
　更に、２０１３年４月に特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関す
る法律の一部が改正され、使用済フロン類の再生といった取組が要求される社会動向があ
る。このため、リサイクルセンターでは、回収した冷媒の再生及び再利用を容易にするた
めに、純度を高めた冷媒回収が必要となる。
【００２０】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、作業者（据え付け作業
を行う作業者、サービス作業を行う作業者、リサイクル作業を行う作業者）に冷媒の種類
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を確実に認識させて安全性及び信頼性を高めた室外ユニット及び空気調和機を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明に係る室外ユニットは、側面パネルに取り付けられ、接続バルブを覆うカバーを
備えた室外ユニットであって、前記カバーに跨がって前記カバーを前記側面パネルに固定
する固定部材を設け、該室外ユニットで使用されている冷媒の冷媒名を前記固定部材に表
示しているものである。
【００２２】
　本発明に係る空気調和機は、上記の室外ユニットと、前記室外ユニットに接続される室
内ユニットと、を備えたものである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る室外ユニットによれば、冷媒を扱う作業時に作業者が冷媒名の表示を見逃
してしまうことを抑制できる。
【００２４】
　本発明に係る空気調和機によれば、上記の室外ユニットを備えているので、作業者が冷
媒名の表示を見逃してしまうことが抑制されることによって性能及び品質の低下を抑制で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る室外ユニットを備えた空気調和機の全体構成を示す
概略構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る室外ユニットを備えた空気調和機の室内ユニットの
構成を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る室外ユニットの構成を示す分解斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る室外ユニットの側面の一部を拡大して示した拡大概
略図である。
【図５】冷媒チャージの作業手順を説明するための説明図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る室外ユニットの外観構成を示す斜視図である。
【図７】従来の室外ユニットの構成例を説明するための説明図である。
【図８】従来の室外ユニットの別の構成例を説明するための説明図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る室外ユニットの外観構成を示す斜視図である。
【図１０】本発明の実施の形態３に係る室外ユニットを説明するための説明図である。
【図１１】本発明の実施の形態４に係る室外ユニットを説明するための説明図である。
【図１２】本発明の実施の形態５に係る室外ユニットを説明するための説明図である。
【図１３】本発明の実施の形態６に係る室外ユニットを説明するための説明図である。
【図１４】本発明の実施の形態７に係る室外ユニットに取り付けるカバーを説明するため
の説明図である。
【図１５】本発明の実施の形態８に係る室外ユニットを説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面に基づいてこの発明の実施の形態について説明する。なお、図１を含め、以
下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、図１
を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するもの
であり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細書全文に表
わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限定されるも
のではない。
【００２７】
実施の形態１．
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　図１は、本発明の実施の形態１に係る室外ユニット２を備えた空気調和機Ａの全体構成
を示す概略構成図である。図２は、室内ユニット１の構成を示す分解斜視図である。図３
は、室外ユニット２の構成を示す分解斜視図である。図１～図３に基づいて、空気調和機
Ａの構成について説明する。室外ユニット２は、作業者（例えば、空気調和機Ａの据え付
け作業行う作業者、空気調和機Ａの撤去作業を行う作業者、空気調和機Ａのサービス作業
を行う作業者、空気調和機Ａのリサイクル作業を行う作業者）に、空気調和機Ａに封入さ
れている冷媒の種類を確実に認識させるようにしたものである。
【００２８】
　空気調和機Ａは、例えばセパレート型の家庭用エアコンとして適用されるものであり、
室内ユニット１と室外ユニット２とを有している。室内ユニット１は、据付板２１を例え
ば室内側の壁面にビス５９等で固定し、据付板２１に引っ掛けるようにして固定され、空
調対象空間に空調空気を供給する。室外ユニット２は、支持台５１を空調対象空間とは別
空間（例えば屋外）に設置し、支持台５１に載置されるように固定され、室内ユニット１
に冷熱又は温熱を供給する。また、室外ユニット２は、運転時の風路が確保でき、かつ室
内ユニット１からの距離があまり長くならない位置などに設置するとよい。
【００２９】
　室内ユニット１には、液管側配管接続ジョイント１２及びガス側配管接続ジョイント１
３が接続されている。室外ユニット２には、液側配管接続バルブ８及びガス側配管接続バ
ルブ９が接続されている。そして、室内ユニット１の液管側配管接続ジョイント１２と、
室外ユニット２の液側配管接続バルブ８とを、フレア加工を行った延長配管（冷媒配管）
７を用いて結合する。同様に、室内ユニット１のガス側配管接続ジョイント１３と、室外
ユニット２のガス側配管接続バルブ９とを、フレア加工を行った延長配管７を用いて結合
する。これにより、室内ユニット１の要素機器と室外ユニット２の要素機器とが配管接続
され、冷媒回路が構成される。
【００３０】
　なお、室内ユニット１と室外ユニット２とを電気的に接合するために、室内ユニット１
の端子台２０と室外ユニット２の端子台１７とを、ＶＶＦケーブル２２を用いて結合する
。さらに、室外ユニット２の液側配管接続バルブ８、ガス側配管接続バルブ９、及び、端
子台１７は、カバー１０を室外ユニット２から取り外すことで作業できる位置に配置され
ている。つまり、室外ユニット２の側面には、カバー１０が着脱自在に取り付けられるよ
うになっている。
【００３１】
（室内ユニット１）
　室内ユニット１は、基台５２と、室内熱交換器１１と、室内送風モータ１８と、送風フ
ァン１９と、電気品箱５３と、筐体５４と、開閉かつ取り外し可能な前面意匠パネル５５
と、を有している。基台５２は据付板２１に固定される。基台５２には、室内熱交換器１
１、室内送風モータ１８、送風ファン１９、電気品箱５３、及び、端子台２０が装着され
る。この状態で、筐体５４が基台５２にネジ固定される。つまり、室内熱交換器１１、室
内送風モータ１８、送風ファン１９、電気品箱５３、及び、端子台２０が筐体５４で覆わ
れた状態になる。前面意匠パネル５５は筐体５４に取り付けられる。
【００３２】
　室内熱交換器１１は、暖房運転時には凝縮器（放熱器）、冷房運転時には蒸発器として
機能するものである。室内送風モータ１８及び送風ファン１９は、室内熱交換器１１の前
方に配置され、室内熱交換器１１に風を送るものである。電気品箱５３には、室内送風モ
ータ１８を駆動するための室内側駆動装置５６が収容されている。端子台２０は、室外ユ
ニット２と電気的に結ぶためのものである。
【００３３】
　なお、室内ユニット１には、空調対象空間の空気を吸い込む吸込口５７が筐体５４の上
面に形成されている。また、室内ユニット１には、吸込口５７から吸い込んだ空気を室内
熱交換器１１へ通過させて熱交換し、空調空気を空調対象空間へ吹き出す吹出口５８が筐
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体５４の前面下方に形成されている。
【００３４】
（室外ユニット２）
　室外ユニット２には、冷媒を圧縮する例えば回転数可変型の圧縮機３と、冷媒の流れを
切り替える四方弁４と、暖房運転時には蒸発器、冷房運転時には凝縮器（放熱器）として
機能する室外熱交換器５と、冷媒の圧力を減圧する流量制御装置６（減圧器）と、室外熱
交換器５に風を送る室外送風モータ１５及び室外ファン１６と、が収容されている。室外
ユニット２は、前面及び側面の一部を構成するパネル６２と、天面を構成する天板６５と
、側面の一部を構成する側面パネル６６とにより、筐体が形成される。
【００３５】
　パネル６２の室外ファン１６との対向位置には、空気の通過口となる開口部６３が形成
されている。開口部６３には、ワイヤーで形成されたファンガード６４が取り付けられて
いる。側面パネル６６には、ＶＶＦケーブル２２を露出される開口部６８が形成されてい
る。側面パネル６６の開口部６８から露出したＶＶＦケーブル２２は、ケーブルカバー６
７で覆われる。ケーブルカバー６７は、更に液側配管接続バルブ８、ガス側配管接続バル
ブ９、及び、端子台１７を保護し、これらにエンドユーザーが不要に触らないようにする
ためのカバー１０で覆われる。また、室外ユニット２には、圧縮機３や四方弁４、室外送
風モータ１５を駆動するための駆動装置１４、室内ユニット１と電気的に結ぶための端子
台１７が備えられている。
【００３６】
（冷媒回路）
　室内ユニット１の室内熱交換器１１、室外ユニット２の圧縮機３、四方弁４、室外熱交
換器５、及び、流量制御装置６が、配管接続されることで冷媒回路が構成される。具体的
には、暖房運転時には、圧縮機３、四方弁４、室内熱交換器１１、流量制御装置６、室外
熱交換器５の順に冷媒が流れるように、冷房運転時には、圧縮機３、四方弁４、室外熱交
換器５、流量制御装置６、室内熱交換器１１の順に冷媒が流れるように、冷媒回路が構成
される。なお、四方弁４を設けずに、冷房運転のみ又は暖房運転のみを行うようにしても
よい。また、四方弁４の代用として、例えば、二方弁や三方弁を複数個用い、同じように
冷媒の流れを切り換えられるように構成してもよい。
【００３７】
（冷媒）
　空気調和機Ａの冷媒回路を循環させる冷媒としては、可燃性を有した例えばＲ３２冷媒
がある。ただし、空気調和機Ａに使用する冷媒をＲ３２冷媒に限定するものではない。例
えば、その他可燃性冷媒（例えば、Ｒ２９０冷媒）、二酸化炭素（ＣＯ２）や炭化水素、
ヘリウム等のような自然冷媒や、Ｒ４１０Ａはもちろん、Ｒ４０７Ｃ、Ｒ４０４Ａ等の代
替冷媒等の塩素を含まない冷媒を採用してもよい。
【００３８】
（空気調和機Ａの据え付け方法）
　次に、空気調和機Ａの据え付け方法について説明する。
　まず、室内ユニット１を固定するための据付板２１を室内側の壁面にビス５９等で固定
する。この据付板２１に室内ユニット１を引っ掛けるようにして固定する。
　そして、室外ユニット２を運転時の風路が確保でき、かつ室内ユニット１からの距離が
あまり長くならない位置（例えば、家屋の周囲の空間、ベランダ、屋根、車庫、庭等）に
設置する。
【００３９】
　そして、空気調和機Ａの冷媒回路を構成するために、室内ユニット１の液管側配管接続
ジョイント１２と、室外ユニット２の液側配管接続バルブ８とを、フレア加工を行った延
長配管７を用いて結合する。同様に、室内ユニット１のガス側配管接続ジョイント１３と
、室外ユニット２のガス側配管接続バルブ９とを、フレア加工を行った延長配管７を用い
て結合する。また、室内ユニット１と室外ユニット２とを電気的に接合するために、室内
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ユニット１の端子台２０と室外ユニット２の端子台１７とを、ＶＶＦケーブル２２を用い
て結合する。
【００４０】
　それから、室外ユニット２の側面にカバー１０を取り付け、室外ユニット２の液側配管
接続バルブ８、ガス側配管接続バルブ９、及び、端子台１７を覆うようにする。
　なお、一般的には、２本の延長配管７のそれぞれの周囲を断熱材６０で覆う。そして、
断熱材６０で覆われた２本の延長配管７をまとめてテープ６１で巻く。
【００４１】
　図４は、室外ユニット２の側面の一部を拡大して示した拡大概略図である。図５は、冷
媒チャージの作業手順を説明するための説明図である。図４及び図５に基づいて、一般的
な冷媒チャージの作業手順について説明する。
【００４２】
　図４に示すように、ガス側配管接続バルブ９は、冷媒チャージ用チャージポート２３を
有している。この冷媒チャージ用チャージポート２３には、真空ポンプ２５に繋がってい
るチャージ用ホース２６が接続される。また、真空ポンプ２５と冷媒チャージ用チャージ
ポート２３との間には、圧力計２７が接続されている。
【００４３】
　図５に示すように、ガス側配管接続バルブ９は、冷媒チャージ用チャージポート２３の
他に、ガス管側弁棒３０を有している。冷媒チャージ用チャージポート２３には、冷媒チ
ャージ用チャージポート２３を封止する封止用六角ナット（キャップ）２４が設置されて
いる。冷媒チャージ用チャージポート２３には押しピン式のバルブ３３が内蔵されている
。また、ガス管側弁棒３０には、弁棒六角ナット（キャップ）２８が設置されている。ガ
ス管側弁棒３０は、六角レンチ２９によって操作可能になっている。さらに、液側配管接
続バルブ８は、液管側弁棒３２を有している。液管側弁棒３２には、弁棒六角ナット（キ
ャップ）３１が設置されている。液管側弁棒３２は、六角レンチ２９によって操作可能に
なっている。
【００４４】
　室内ユニット１と室外ユニット２とを延長配管７を用いて結合した時点では、結合した
延長配管７と、室内ユニット１の室内熱交換器１１を構成している配管の内部には、空気
が充満している。そのため、この空気を放出する必要がある。そこで、室外ユニット２で
は、ガス側配管接続バルブ９に設けられている冷媒チャージ用チャージポート２３の封止
用六角ナット２４を外し、真空ポンプ２５のチャージ用ホース２６を冷媒チャージ用チャ
ージポート２３に接続して、真空引きを行う。圧力計２７などを用いて真空引きが完了し
た事を確認する。
【００４５】
　真空引きが完了した後、ガス側配管接続バルブ９の弁棒六角ナット２８を外し、六角レ
ンチ２９を用いてガス管側弁棒３０を操作し、ガス側配管接続バルブ９を開く。液側配管
接続バルブ８も同様に、弁棒六角ナット３１を外し、六角レンチ２９を用いて液管側弁棒
３２を操作し、液側配管接続バルブ８を開く。ガス側配管接続バルブ９及び液側配管接続
バルブ８を開くと、室外ユニット２に製造時に予め封入してある冷媒が、延長配管７及び
室内熱交換器１１に充満される。以上で、室内ユニット１と室外ユニット２とが接続され
、冷媒回路が形成される。
【００４６】
　ただし、延長配管７が長い場合など、室外ユニット２に製造時に予め封入してある冷媒
量では不足している場合がある。このような場合、冷媒を追加して充填する必要がある。
このような場合、作業者は、予め準備してある冷媒ボンベに封入されている冷媒を、冷媒
チャージ用チャージポート２３を介して必要量の追加チャージを行う。このとき、作業者
は、空気調和機Ａに封入されている冷媒の種類と、準備してきた冷媒ボンベに封入されて
いる冷媒の種類とを間違えないように注意しなければならない。
【００４７】
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　冷媒の充填が完了すると、作業者は、液側配管接続バルブ８の弁棒六角ナット３１、ガ
ス側配管接続バルブ９の弁棒六角ナット２８、冷媒チャージ用チャージポート２３の封止
用六角ナット２４を、しっかりスパナで閉める。最後に、作業者は、カバー１０を室外ユ
ニット２に固定する。このようにすることで一連作業は終了する。
【００４８】
　図６は、室外ユニット２の外観構成を示す斜視図である。図７は、従来の室外ユニット
（以下、室外ユニット２００と称する）の構成例を説明するための説明図である。図８は
、従来の室外ユニット（以下、室外ユニット２０１と称する）の別の構成例を説明するた
めの説明図である。図６に基づいて、室外ユニット２について詳細に説明する。また、室
外ユニット２の説明の際には、適宜、図７に示す室外ユニット２００、図８に示す室外ユ
ニット２０１と比較する。
【００４９】
　上述したように、室外ユニット２は、作業者が、例えば、空気調和機Ａの据え付け作業
を行う際、空気調和機Ａの撤去作業を行う際、空気調和機Ａのサービス作業を行う際、あ
るいは、空気調和機Ａのリサイクル作業を行う際に、空気調和機Ａに封入されている冷媒
の種類を確実に認識させるようにしたものである。具体的には、室外ユニット２は、作業
者による冷媒表示の見落としを大幅に低減することを可能にしている。
【００５０】
　室外ユニット２００及び室外ユニット２０１のいずれにも、側面にカバー（以下、カバ
ー２１０と称する）が取り付けられている。カバー２１０は、室外ユニット２に取り付け
られるカバー１０と同様の作用を有するものである。カバー２１０は、製品出荷時、製品
使用時には、室外ユニット２００及び室外ユニット２０１の側面に取り付けられた状態で
ある。一方、カバー２１０は、製品設置時の図示省略の室内ユニットとの配管接続作業時
、製品撤去時の配管取り外し作業時、あるいは、冷媒の充填作業時等の冷媒を扱う作業時
には、取り外される。
【００５１】
　室外ユニット２のカバー１０も、カバー２１０と同様に、空気調和機Ａの出荷時、空気
調和機Ａの使用時には、室外ユニット２の側面に取り付けられた状態である。そして、カ
バー１０は、空気調和機Ａの設置時の室内ユニット１との配管接続作業時、空気調和機Ａ
の撤去時の配管取り外し作業時、あるいは、空気調和機Ａに対しての冷媒の充填作業時等
の冷媒を扱う作業時には、取り外される。
【００５２】
　図７に示すように、室外ユニット２００では、室外ユニット２００を構成している側面
パネル６６に貼り付けられる製品銘版２２０に冷媒名を記載している。そのため、冷媒名
を、装置の各種規格及び仕様と共に記載することになっている。よって、室外ユニット２
００では、表示スペースが限られた製品銘版２２０に冷媒名を記載しなければならず、冷
媒名を小さな文字でしか表示できず、作業者が見落としてしまう可能性を排除できない。
【００５３】
　また、図８に示すように、室外ユニット２０１では、カバー２１０ではなく、チャージ
ポート２２３の近傍に冷媒名を表示したラベルを貼り付けるようにしている。一般的に、
チャージポート２２３の近傍にはラベルを貼り付けるスペースが少ない。そのため、冷媒
名しか表示できず、作業上の注意までは記載できない。よって、室外ユニット２０１では
、作業者が見落としてしまう可能性を排除できないだけでなく、作業上の注意を作業者に
認識させることができない。
【００５４】
　これに対し、室外ユニット２では、カバー１０の表面に冷媒名を表示したラベル４０を
貼り付けるようにしている。カバー１０は、上述したような冷媒を扱う作業時には必ず取
り外さなければならない部品である。そのため、カバー１０は、作業時においては作業者
が必ず目視する部品である。そこで、室外ユニット２では、カバー１０の表面に冷媒名を
表示したラベル４０を貼り付けることで、冷媒を扱う作業時に作業者が冷媒名の表示を見
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逃してしまうことを抑制している。
【００５５】
　また、ラベル４０には、作業上の注意事項、注意を喚起する図や記号（例えば、可燃性
冷媒であることのマークや、イニシャル等）等を記載するようにしてもよい。カバー１０
は、液側配管接続バルブ８、ガス側配管接続バルブ９、及び、端子台１７を覆う構造であ
るため、平滑面が多く、ラベル４０を貼り付けるための面積を広くとることができる。そ
のため、冷媒名を大きく表示することができるだけでなく、作業上の注意事項、注意を喚
起する図や記号等も記載することができる。
【００５６】
　また、ラベル４０を、室外ユニット２の２方向、例えば前面方向及び側面方向に渡って
貼り付ける。図６では、ラベル４０を室外ユニット２の前面方向及び側面方向に渡って貼
り付けた場合を例に示しているが、室外ユニット２の２方向とは、前面方向及び側面方向
に限らず背面方向及び側面方向、上面方向及び側面方向でもよい。また、ラベル４０を室
外ユニット２の３方向、例えば前面方向、側面方向及び背面方向に渡って貼り付けるよう
にしてもよい。
【００５７】
　カバー１０の取り外し、もしくは取り付け作業時に、作業者がカバー１０に相対する方
向は、室外ユニット２の設置される状況によって異なる。例えば、側面パネル６６が建物
の壁面等に近い場合、作業者は体を壁と室外ユニット２との間に入れられないため、室外
ユニット２の前面方向からカバー１０に対する作業を実施しなければならない。このとき
、カバー１０の側面方向は見えにくくなり、室外ユニット２の側面方向に貼られたラベル
４０は見落とされやすくなる。
【００５８】
　逆に、室外ユニット２の前面方向に建物の壁面等がある場合、室外ユニット２の側面方
向からカバー１０に対する作業を実施しなければならない。このとき、カバー１０の前面
方向は見えにくくなり、カバー１０の前面方向に貼られたラベル４０は見落とされやすく
なる。
【００５９】
　そこで、このような室外ユニット２に関する作業の特性に着目し、室外ユニット２では
、室外ユニット２の２方向に渡ってラベル４０を貼ることで、室外ユニット２の設置され
る環境に影響されてラベル４０が見落とされやすくなるのを抑制できるようにした。
【００６０】
　なお、ラベル４０を室外ユニット２の複数の方向に渡って貼り付ける場合、ラベル４０
が必ずしも連続していなくてもよく、ラベル４０を分断して、各方面に独立したラベル４
０を貼り付けるようにしてもよい。
【００６１】
　ラベル４０は、例えばプラスチックの印刷シートで形成するとよい。そして、ラベル４
０に表示する文字や図を、背景とコントラストの強い配色で印刷するとよい。また、文字
や図、背景を、作業者の注意を引くような目立つ色としてもよい。なお、ここでは、ラベ
ル４０をカバー１０に貼り付けた場合を例に説明したが、これに限らず、ラベル４０に表
示する文字や図等を、カバー１０に直接印刷したり、凸文字又は凹文字としてカバー１０
に形成（金型成型や金型刻印による）したりしてもよい。いずれの場合であっても、カバ
ー１０は平滑面が多いので、カバー１０の任意の位置に表示すればよい。また、いずれの
場合であっても、室外ユニット２の複数の方向に渡って表示すればよい。
【００６２】
　また、ラベル４０をカバー１０の裏面側にも貼り付けるようにするとよい。こうしてお
くことにより、作業者がカバー１０の表面に貼り付けられたラベル４０を見落とした場合
でも、カバー１０の裏面に貼り付けられたラベル４０を見て、冷媒名、作業上の注意事項
、及び注意を喚起する図記号等に気付く割合が増える。
【００６３】
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＜室外ユニット２の奏する効果＞
　以上のように、室外ユニット２によれば、冷媒を扱う作業時には必ず取り外さなければ
ならない部品であるカバー１０の表面に冷媒名を表示したラベル４０を貼り付けるように
しているので、冷媒を扱う作業時に作業者が冷媒名の表示を見逃してしまうことを抑制で
きる。このため、冷媒を扱う作業時に、作業者による冷媒の誤封入がなくなり、安全性を
高めることが可能になり、加えて空気調和機Ａの性能や品質の低下の心配がなくなる。特
に、Ｒ３２冷媒及びＲ２９０冷媒などの可燃性を有する冷媒を使用する際には、安全性の
観点からの効果が大きく、加えて地球温暖化を抑制することに寄与する。
【００６４】
　また、ラベル４０を室外ユニット２の複数の方向に渡って貼り付けるようにしておくこ
とで、作業者がカバー１０に相対する方向が室外ユニット２の設置される状況によって異
なったとしても、冷媒を扱う作業時に作業者が冷媒名の表示を見逃してしまうことを抑制
できる。
【００６５】
　また、実施の形態１では、空気調和機Ａをセパレート型の家庭用エアコンに適用した場
合を例に説明したが、空気調和機Ａをセパレート型の家庭用エアコンに限定するものでは
なく、冷媒チャージ用チャージポート２３が室外ユニット２に設けられていれば、業務用
エアコンや、冷凍装置などにも空気調和機Ａを適用することができる。
【００６６】
実施の形態２．
　図９は、本発明の実施の形態２に係る室外ユニット２Ａの外観構成を示す斜視図である
。図９に基づいて、室外ユニット２Ａについて詳細に説明する。この実施の形態２では、
実施の形態１と同一部分には同一符号を付し、実施の形態１との相違点を中心に説明する
ものとする。
【００６７】
　室外ユニット２Ａの基本的な構成は、実施の形態１に係る室外ユニット２と同様である
が、室外ユニット２Ａでは、冷媒名が少なくとも表示されたラベル４０をカバー１０に貼
り付けるということに加え、少なくとも冷媒名をカバー１０に直接形成するようにしてい
る。具体的には、実施の形態１で示したカバー１０のラベル４０を貼り付ける領域に、ラ
ベル４０に表示した内容と同じ内容の文字や図記号を、金型成型又は金型刻印等により直
接形成するようにしている。
【００６８】
　ただし、カバー１０に形成する文字や図記号等の表示内容（以下、表示内容４０Ａと称
する）は、実施の形態１で説明したラベル４０に表示する内容と全く同一の内容でもよい
し、ラベル４０に表示する内容を簡略化し見やすくしたものでもよいし、ラベル４０に表
示する内容をより詳細に説明したものでもよい。また、表示内容４０Ａのサイズは、実施
の形態１で説明したラベル４０に表示した文字や図記号等のサイズと同等でもよいが、必
ずしも同等でなくてもよい。
【００６９】
　さらに、表示内容４０Ａは、金型成型又は金型刻印によって、カバー１０の表面（ラベ
ル４０を貼り付ける面）に対して凹形状で形成する。カバー１０の表面にラベル４０を貼
り付ける場合、金型成型又は金型刻印で形成する文字や図記号等が、ラベル４０を貼り付
ける面に対して凸形状であると、接着面が平滑でなくなり接着性能が落ちてしまう。そこ
で、表示内容４０Ａを、カバー１０の表面に対して凹形状で形成することで、接着面の平
滑性を維持し、接着性能を落とさないようにできる。
【００７０】
　また、ラベル４０をカバー１０の裏面側にも貼り付けるようにするとよい。こうしてお
くことにより、作業者がカバー１０の表面に貼り付けられたラベル４０を見落とした場合
でも、カバー１０の裏面に貼り付けられたラベル４０を見て、冷媒名、作業上の注意事項
、及び注意を喚起する図記号等に気付く割合が増える。
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【００７１】
＜室外ユニット２Ａの奏する効果＞
　実施の形態１で説明したラベル４０による表示は、文字や図記号を色やコントラストに
より作業者に対して目立つように印刷することができるという利点があるが、一方で経年
変化により接着力を失い、カバー１０から剥がれてしまう可能性がある。そこで、少なく
とも冷媒名を備えた表示内容４０Ａをカバー１０に直接形成し、その上にラベル４０を貼
り付けるようにすることで、ラベル４０が剥がれてしまったとしても、必要な内容の表示
を継続できる。
【００７２】
　以上のように、室外ユニット２Ａによれば、ラベル４０を貼り付けたことによる利点に
加え、ラベル４０が剥がれた後においても、冷媒を扱う作業時に作業者が冷媒名の表示を
見逃してしまうことを抑制できる。このため、長年に渡って、冷媒を扱う作業時に、作業
者による冷媒の誤封入がなくなり、安全性を高めることが可能になる。
【００７３】
　また、室外ユニット２Ａによれば、表示内容４０Ａを、カバー１０の表面に対して凹形
状で形成しているので、ラベル４０を貼り付ける面である接着面の平滑性を維持し、接着
性能を落とさないようにできる。このため、表示内容４０Ａによって、ラベル４０の剥が
れ落ちが助長されることがない。なお、室外ユニット２Ａによれば、実施の形態１に係る
室外ユニット２と同様の効果を奏することは言うまでもない。
【００７４】
実施の形態３．
　図１０は、本発明の実施の形態３に係る室外ユニット２Ｂを説明するための説明図であ
る。図１０に基づいて、室外ユニット２Ｂについて詳細に説明する。図１０では、（ａ）
が室外ユニット２Ｂの外観構成を示す斜視図を、（ｂ）及び（ｃ）が室外ユニット２Ｂに
取り付けられるカバー１０の作用説明図を、それぞれ示している。この実施の形態３では
、実施の形態１、２と同一部分には同一符号を付し、実施の形態１、２との相違点を中心
に説明するものとする。
【００７５】
　室外ユニット２Ｂの基本的な構成は、実施の形態１に係る室外ユニット２と同様である
が、室外ユニット２Ｂでは、カバー１０の形状を改良している。具体的には、図１０（ｂ
）に示すようにカバー１０を曲面状に形成したり、図１０（ｃ）に示すように室外ユニッ
ト２Ｂの複数の方向から見えるカバー１０の一部を平面状に形成したり、するようにして
いる。
【００７６】
　実施の形態１では、ラベル４０を室外ユニット２の複数の方向から見えるように貼り付
けるということについて説明した。ただし、実施の形態１では、カバー１０の形状そのも
のを改良したものではなかった。これに対し、実施の形態３では、カバー１０の形状その
ものに改良を施し、ラベル４０を室外ユニット２Ｂの複数の方向から見えるようにしてい
る。
【００７７】
　例えば、図１０（ｂ）に示すように、カバー１０を曲面状に形成し、その曲面に沿って
ラベル４０を貼り付けるようにする。こうすることで、ラベル４０が、室外ユニット２Ｂ
の前面方向及び側面方向からの２方向から目視可能になる。
　また、図１０（ｃ）に示すように、室外ユニット２Ｂの複数の方向から見えるカバー１
０の一部を平面状に形成し、この平面にラベル４０を貼り付けるようにする。こうするこ
とで、ラベル４０が、室外ユニット２Ｂの前面方向及び側面方向からの２方向から目視可
能になる。
【００７８】
　なお、実施の形態１でも説明したが、室外ユニット２Ｂの２方向とは、前面方向及び側
面方向に限らず背面方向及び側面方向、上面方向及び側面方向でもよい。また、ラベル４
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０を室外ユニット２Ｂの３方向、例えば前面方向、側面方向及び背面方向に渡って貼り付
けるようにしてもよい。さらに、実施の形態２で説明したように、カバー１０に文字や図
記号等を直接形成するようにしてもよい。
【００７９】
　また、ラベル４０をカバー１０の裏面側にも貼り付けるようにするとよい。こうしてお
くことにより、作業者がカバー１０の表面に貼り付けられたラベル４０を見落とした場合
でも、カバー１０の裏面に貼り付けられたラベル４０を見て、冷媒名、作業上の注意事項
、及び注意を喚起する図記号等に気付く割合が増える。
【００８０】
＜室外ユニット２Ｂの奏する効果＞
　以上のように、室外ユニット２Ｂによれば、カバー１０の形状を改良し、室外ユニット
２Ｂの複数の方向から見える位置にラベル４０を貼り付けることができるので、作業者が
カバー１０に相対する方向が室外ユニット２の設置される状況によって異なったとしても
、冷媒を扱う作業時に作業者が冷媒名の表示を見逃してしまうことを抑制できる。また、
複数の方向から同じラベル４０が見えることになるので、見る方向毎に表示内容を繰り返
して表示する必要がなく、更に効率的である。
【００８１】
　なお、室外ユニット２Ｂによれば、実施の形態１に係る室外ユニット２と同様の効果を
奏することは言うまでもない。また、実施の形態２に係る室外ユニット２Ａのように、カ
バー１０に文字や図記号等を直接形成した場合には、実施の形態２に係る室外ユニット２
Ａと同様の効果を奏することにもなる。
【００８２】
実施の形態４．
　図１１は、本発明の実施の形態４に係る室外ユニット２Ｃを説明するための説明図であ
る。図１１に基づいて、室外ユニット２Ｃについて詳細に説明する。図１１では、（ａ）
が室外ユニット２Ｃの外観構成を示す斜視図を、（ｂ）が室外ユニット２Ｃに取り付けら
れるカバー１０の着脱作業時の説明図を、それぞれ示している。この実施の形態４では、
実施の形態１～３と同一部分には同一符号を付し、実施の形態１～３との相違点を中心に
説明するものとする。
【００８３】
　室外ユニット２Ｃの基本的な構成は、実施の形態１に係る室外ユニット２と同様である
が、室外ユニット２Ｃでは、ラベル４０の形状を改良している。具体的には、図１１（ａ
）に拡大して示すようにラベル４０の一部を変更可能に構成している。実施の形態１～３
では、ラベル４０を単にカバー１０に貼り付けるものとして説明した。これに対し、実施
の形態４では、ラベル４０の一部、つまりはカバー１０を側面パネル６６に固定する際に
使用するネジ部７０の頭部に対向する部分を変更可能に構成している。つまり、ラベル４
０を、カバー１０に貼り付けられるラベル本体４１と、カバー１０の着脱作業時にネジ部
７０のアクセスを邪魔するカバーラベル部４２と、で構成している。
【００８４】
　図１１では、カバーラベル部４２に冷媒名を表示し、このカバーラベル部４２でネジ部
７０の頭部を隠している。つまり、ラベル本体４１はカバー１０に貼り付けるが、カバー
ラベル部４２はカバー１０に貼り付けずにカバー１０のネジ止め部を覆うようにしている
。そして、カバーラベル部４２を折り曲げる等の操作により変形可能にしている。なお、
ラベル４０は、例えばプラスチックの印刷シートのような柔軟性のある素材で形成されて
いる。ただし、ラベル本体４１とカバーラベル部４２とを一体的に形成してもよく、ラベ
ル本体４１とカバーラベル部４２とを別体として形成してもよい。ラベル本体４１とカバ
ーラベル部４２とを別体として形成する場合、これらを異なる素材で形成してもよい。例
えば、カバーラベル部４２をラベル本体４１よりも柔軟性に優れた素材（例えば、シリコ
ン、ゴム等）で形成してもよい。
【００８５】
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　カバー１０に貼り付けるラベル４０にカバーラベル部４２を設けることによって、図１
１（ｂ）に示すようにカバー１０の着脱作業時に、作業者はカバーラベル部４２を変形さ
せなければネジ部７０の頭部が露出せず、ネジ部７０にアクセスできない。そのため、よ
り確実に、ラベル４０に表示した内容を作業者に目視させることが可能になる。また、カ
バーラベル部４２は、柔軟性を備えているため、作業者から加えられている力が解除され
ると、元の状態、ネジ部７０の頭部を覆う状態に復元する。
【００８６】
　また、ラベル４０をカバー１０の裏面側にも貼り付けるようにするとよい。こうしてお
くことにより、作業者がカバー１０の表面に貼り付けられたラベル４０を見落とした場合
でも、カバー１０の裏面に貼り付けられたラベル４０を見て、冷媒名、作業上の注意事項
、及び注意を喚起する図記号等に気付く割合が増える。
【００８７】
＜室外ユニット２Ｃの奏する効果＞
　以上のように、室外ユニット２Ｃによれば、ラベル４０にカバーラベル部４２を設ける
ことで、カバー１０の着脱作業時に、作業者は必ずカバーラベル部４２を変形させてから
工具２５０でネジ部７０を外さなければならず、カバーラベル部４２の変形を作業者に強
制できる。これにより、より確実にラベル４０に注目させることができる。つまり、冷媒
を扱う作業時に、作業者に、確実に冷媒名に注視させることができる。
【００８８】
　また、ラベル４０は柔軟な素材で作られているので、カバーラベル部４２の変形を行っ
ても、作業者によるカバーラベル部４２に加えられている力がなくなれば、カバーラベル
部４２は元のネジ部７０を覆う状態にもどる。そのため、作業後に、カバー１０を取り付
けた状態では、カバーラベル部４２がネジ部を覆う状態に戻っており、以後の作業時も毎
回同じ手順でラベル４０に注目させることができる。
【００８９】
　なお、実施の形態１～３で説明した内容を、実施の形態４に係る室外ユニット２Ｃに適
用してもよい。このようにすれば、各実施の形態で説明した内容が適宜組み合わされるこ
とになるので、各実施の形態で説明した効果を相乗的に奏することにもなる。
【００９０】
実施の形態５．
　図１２は、本発明の実施の形態５に係る室外ユニット２Ｄを説明するための説明図であ
る。図１２に基づいて、室外ユニット２Ｄについて詳細に説明する。図１２では、（ａ）
が室外ユニット２Ｄに取り付けられるカバー１０の着脱作業時の説明図を、（ｂ）が室外
ユニット２Ｄの外観構成を示す斜視図を、それぞれ示している。この実施の形態５では、
実施の形態１～４と同一部分には同一符号を付し、実施の形態１～４との相違点を中心に
説明するものとする。
【００９１】
　室外ユニット２Ｄの基本的な構成は、実施の形態１に係る室外ユニット２と同様である
が、室外ユニット２Ｄでは、カバー１０の取り付けを改良している。具体的には、図１２
（ａ）に示すようにカバー１０に跨がるような固定部材４４を設け、固定部材４４を介し
てカバー１０を側面パネル６６に固定するようにしている。具体的には、カバー１０に跨
がるような固定部材４４を設け、固定部材４４の両端側のカバー１０を側面パネル６６に
固定する際に使用するネジ部７０の頭部に対向する部分にネジ穴４４ａを設け、固定部材
４４を介してカバー１０を側面パネル６６に固定するようにしている。
【００９２】
　固定部材４４は、カバー１０の幅方向に跨がるように形成され、カバー１０を押さえな
がら室外ユニット２Ｄにネジ留めされる。つまり、カバー１０は、固定部材４４がないと
十分な強度で側面パネル６６に取り付けることができないようになっている。そして、こ
の固定部材４４に、ラベル４０を貼り付ける。
【００９３】
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　ラベル４０には作業上の注意事項、及び注意を喚起する図記号等を記載してもよい。さ
らに、例えばプラスチックの印刷シートで形成されたラベル４０を固定部材４４に貼り付
けてもよいし、ラベル４０に表示する内容を固定部材４４に直接印刷してもよいし、ラベ
ル４０に表示する内容を固定部材４４に凸文字又は凹文字で形成（金型成型や金型刻印に
よる）してもよい。
【００９４】
　また、ラベル４０をカバー１０の裏面側にも貼り付けるようにするとよい。こうしてお
くことにより、作業者がカバー１０の表面に貼り付けられたラベル４０を見落とした場合
でも、カバー１０の裏面に貼り付けられたラベル４０を見て、冷媒名、作業上の注意事項
、及び注意を喚起する図記号等に気付く割合が増える。
【００９５】
＜室外ユニット２Ｄの奏する効果＞
　以上のように、室外ユニット２Ｄによれば、カバー１０の着脱作業時に、作業者は必ず
ラベル４０が貼り付けられている固定部材４４を取り外さなければならない。これにより
、より確実にラベル４０に注目させることができる。よって、冷媒を扱う作業時に、作業
者に確実に冷媒名に注視させることができる。また、作業後に、カバー１０を取り付ける
には、ラベル４０が貼り付けられている固定部材４４が必要となるので、確実に元の状態
に戻すことができ、以後の作業時も毎回同じ手順でラベル４０に注目させることができる
。
【００９６】
　なお、実施の形態１～３で説明した内容を、実施の形態５に係る室外ユニット２Ｄに適
用してもよい。このようにすれば、各実施の形態で説明した内容が適宜組み合わされるこ
とになるので、各実施の形態で説明した効果を相乗的に奏することにもなる。
【００９７】
実施の形態６．
　図１３は、本発明の実施の形態６に係る室外ユニット２Ｅを説明するための説明図であ
る。図１３に基づいて、室外ユニット２Ｅについて詳細に説明する。図１３では、（ａ）
が室外ユニット２Ｅに取り付けられるカバー１０の着脱作業時の説明図を、（ｂ）がカバ
ー１０の固定部分を拡大して示す横断面図を、それぞれ示している。この実施の形態６で
は、実施の形態１～５と同一部分には同一符号を付し、実施の形態１～５との相違点を中
心に説明するものとする。
【００９８】
　室外ユニット２Ｅの基本的な構成は、実施の形態１に係る室外ユニット２と同様である
が、室外ユニット２Ｅでは、カバー１０の取り付けを改良している。具体的には、図１３
（ａ）に示すように固定部材４５をカバー１０の縁部１０ａに嵌るようなネジ保持部４６
を設け、固定部材４５を介してカバー１０を側面パネル６６に固定するようにしている。
具体的には、固定部材４５の一端側（図面左側）のカバー１０を側面パネル６６に固定す
る際に使用するネジ部７０の頭部に対向する部分にネジ穴４５ａが形成されているネジ保
持部４６を設け、固定部材４５を介してカバー１０を側面パネル６６に固定するようにし
ている。
【００９９】
　カバー１０の縁部１０ａには、ネジ保持部４６が嵌められるが、ネジ保持部４６を嵌め
るための穴（切り欠きでもよい）は、カバー１０を側面パネル６６に取り付ける際に使用
するネジ部７０の頭部の径よりも大きく形成する。つまり、固定部材４５がない状態では
、ネジ部７０の頭部がカバー１０の縁部１０ａに引っ掛からず、カバー１０を側面パネル
６６に取り付けることができない。そのため、カバー１０は、固定部材４５がないと十分
な強度で側面パネル６６に取り付けることができないようになっている。そして、この固
定部材４５に、ラベル４０を貼り付ける。
【０１００】
　ラベル４０には作業上の注意事項、及び注意を喚起する図記号等を記載してもよい。さ
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らに、例えばプラスチックの印刷シートで形成されたラベル４０を固定部材４５に貼り付
けてもよいし、ラベル４０に表示する内容を固定部材４５に直接印刷してもよいし、ラベ
ル４０に表示する内容を固定部材４５に凸文字又は凹文字で形成（金型成型や金型刻印に
よる）してもよい。
【０１０１】
　なお、カバー１０のネジ保持部４６が嵌められない側については、ネジ部７０によって
カバー１０を直接側面パネル６６に取り付けるようにするとよい。ただし。固定部材４５
の両端にネジ保持部４６を形成してもよい。この場合、実施の形態５と同様に、カバー１
０が、固定部材４５がないと十分な強度で側面パネル６６に取り付けることができないこ
とになる。
【０１０２】
　また、ラベル４０をカバー１０の裏面側にも貼り付けるようにするとよい。こうしてお
くことにより、作業者がカバー１０の表面に貼り付けられたラベル４０を見落とした場合
でも、カバー１０の裏面に貼り付けられたラベル４０を見て、冷媒名、作業上の注意事項
、及び注意を喚起する図記号等に気付く割合が増える。
【０１０３】
＜室外ユニット２Ｅの奏する効果＞
　以上のように、室外ユニット２Ｅによれば、カバー１０の着脱作業時に、作業者は必ず
ラベル４０が貼り付けられている固定部材４５を取り外さなければならない。これにより
、より確実にラベル４０に注目させることができる。よって、冷媒を扱う作業時に、作業
者に確実に冷媒名に注視させることができる。また、作業後に、カバー１０を取り付ける
には、ラベル４０が貼り付けられている固定部材４５が必要となるので、確実に元の状態
に戻すことができ、以後の作業時も毎回同じ手順でラベル４０に注目させることができる
。
【０１０４】
　なお、実施の形態１～３で説明した内容を、実施の形態６に係る室外ユニット２Ｅに適
用してもよい。このようにすれば、各実施の形態で説明した内容が適宜組み合わされるこ
とになるので、各実施の形態で説明した効果を相乗的に奏することにもなる。
【０１０５】
実施の形態７．
　図１４は、本発明の実施の形態７に係る室外ユニットに取り付けるカバー１０を説明す
るための説明図である。図１４に基づいて、実施の形態７に係る室外ユニットについて詳
細に説明する。図１４では、（ａ）が実施の形態７に係る室外ユニットに取り付けられる
カバー１０の裏面の一例を示す概略図を、（ｂ）が実施の形態７に係る室外ユニットに取
り付けられるカバー１０の裏面の他の一例を示す概略図を、それぞれ示している。この実
施の形態７では、実施の形態１～６と同一部分には同一符号を付し、実施の形態１～６と
の相違点を中心に説明するものとする。
【０１０６】
　実施の形態７に係る室外ユニットの基本的な構成は、実施の形態１に係る室外ユニット
２と同様であるが、実施の形態７に係る室外ユニットでは、カバー１０の裏面側の構成を
改良している。実施の形態１～６では、ラベル４０をカバー１０の裏面に貼り付けるよう
にしてもよいと説明したが、実施の形態７では、ラベル４０をカバー１０の裏面のどこに
貼り付けるかを特定している。
【０１０７】
　カバー１０は、空気調和機Ａの設置時、撤去時、及び冷媒の充填作業時等の冷媒を扱う
作業時には、必ず取り外さなければならない部品である。加えて、カバー１０は、作業終
了後には必ず取り付けなければならない部品である。そのため、カバー１０は、作業中、
作業者の傍らに置かれていることが多い。また、作業者の多くがカバー１０を裏返して置
き、ネジやナット、キャップのような作業中に分解した細かい部品（以下、小物２５１と
称する）を紛失しないように部品入れとして活用することが多い。
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【０１０８】
　そこで、作業者の行動を利用して、カバー１０の裏面にラベル４０を貼り付ければ、冷
媒を扱う作業時に作業者が冷媒名を認識しやすくすることができる。また、カバー１０は
、液側配管接続バルブ８、ガス側配管接続バルブ９、及び、端子台１７を覆う構造である
ため、裏面にも平滑面が多い。また、カバー１０は、ラベル４０を貼り付けるために面積
を広くとるように構成されているので、冷媒名だけでなく、作業上の注意事項や図記号も
表示することができる。
【０１０９】
　例えば、図１４（ａ）に示すように、作業中に分解した小物２５１を分類しやすくする
ためにカバー１０の内部に板状片４７を設けている場合、板状片４７により区画された領
域の少なくとも１つの面にラベル４０を貼り付けるとよい。ここでいう板状片４７は、領
域を区画することができる形状であればどのような形でもよく、形状を特に限定するもの
ではない。この場合、ラベル４０を貼り付ける領域の面の面積に応じて複数に分けるとよ
い。
【０１１０】
　また、図１４（ｂ）に示すように、板状片４７を設けたとしても、ラベル４０を貼り付
けるために面積を広くとるように構成されていれば、この部分に対応した裏面にラベル４
０を貼り付けるとよい。この場合、ラベル４０を分断することなく、貼り付けることがで
きる。
【０１１１】
　ラベル４０には作業上の注意事項、及び注意を喚起する図記号等を記載してもよい。さ
らに、例えばプラスチックの印刷シートで形成されたラベル４０をカバー１０の裏面に貼
り付けてもよいし、ラベル４０に表示する内容をカバー１０の裏面に直接印刷してもよい
し、ラベル４０に表示する内容をカバー１０の裏面に凸文字又は凹文字で形成（金型成型
や金型刻印による）してもよい。
【０１１２】
＜実施の形態７に係る室外ユニットの奏する効果＞
　以上のように、実施の形態７に係る室外ユニットによれば、カバー１０の着脱作業時に
、作業者が傍らに裏返して置いたカバー１０の裏面にラベル４０が貼り付けられているの
で、確実にラベル４０に注目させることができる。よって、冷媒を扱う作業時に、作業者
に確実に冷媒名に注視させることができる。
【０１１３】
　また、作業者は裏返したカバー１０を、小物２５１を入れる小物入れとして活用するこ
とが多いので、カバー１０の裏面に板状片４７で区画した領域を作り、小物２５１を分類
して置いておくことができるようにする等、作業者の利便性を高めることができる。また
、板状片４７を設けることによって、小物２５１を分類して置いておくこと等の行動を今
以上に誘引することができる。その結果として、カバー１０の裏面のラベル４０の見落と
しを減少させることができる。
【０１１４】
　なお、実施の形態１～６で説明した内容を、実施の形態７に係る室外ユニットに適用し
てもよい。このようにすれば、各実施の形態で説明した内容が適宜組み合わされることに
なるので、各実施の形態で説明した効果を相乗的に奏することにもなる。
【０１１５】
実施の形態８．
　図１５は、本発明の実施の形態８に係る室外ユニット２Ｆを説明するための説明図であ
る。図１５に基づいて、室外ユニット２Ｆについて詳細に説明する。図１５には、２種類
のカバー１０を図示している。この実施の形態８では、実施の形態１～７と同一部分には
同一符号を付し、実施の形態１～７との相違点を中心に説明するものとする。
【０１１６】
　室外ユニット２Ｆの基本的な構成は、実施の形態１に係る室外ユニット２と同様である
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が、室外ユニット２Ｆでは、カバー１０の表面側の構成を改良している。実施の形態７で
は、ラベル４０をカバー１０の裏面の貼り付ける箇所を特定したが、実施の形態８では、
カバー１０を裏返して、表面を下にして置いた場合に、カバー１０の全体が安定するよう
にカバーの表面側の構成を改良した。
【０１１７】
　実施の形態７で説明したように、カバー１０は、作業中、作業者の傍らに裏返して置か
れていることが多い。また、裏返したカバー１０を、ネジやナット、キャップのような作
業中に分解した小物２５１を紛失しないように部品入れとして活用することもある。この
ようなとき、カバー１０の安定性が悪いと、カバー１０の転倒に合わせて小物２５１が紛
失してしまう可能性が生じる。また、室外ユニット２Ｅでは、カバー１０の裏面にラベル
４０が貼り付けられることを想定している。
【０１１８】
　そこで、室外ユニット２Ｆでは、カバー１０の表面を平面、もしくはカバー１０の表面
に複数の突起を形成するようにしている。例えば、図１５に示すカバー１０Ａのように、
カバー１０の表面を平面にすれば、裏返したカバー１０の設置面積を確保でき、カバー１
０を安定した状態で置くことができる。ただし、平面状に形成する部分をカバー１０の表
面の全体に形成する必要はない。例えば、図１０に示したようにカバー１０を曲面状に形
成する場合、曲面状に形成した部分以外を平面状にすればよい。
【０１１９】
　また、図１５に示すカバー１０Ｂのように、カバー１０の表面に複数の突起７１を形成
すれば、突起７１が脚となって裏返したカバー１０を設置した箇所に対して所定の状態、
例えば水平状態に維持でき、カバー１０を安定した状態で置くことができる。突起７１は
、例えば図１０に示した曲面状に形成されたカバー１０に好適である。
【０１２０】
　なお、ここでは、カバー１０の安定的な設置のための例として、平面もしくは突起７１
を利用した場合を挙げたが、これに限定するものではなく、カバー１０を安定させられる
形で置くことができるものであればどのような形状でもよい。また、カバー１０の表面を
平面に構成した場合、平面となる部分を分割してもよく、カバー１０の内部構造と対応さ
せる必要もない。さらに、カバー１０の表面に突起７１を形成する場合、突起７１は、最
低でも３個あればよく、個数を特に限定するものではない。また、各突起７１の長さを限
定するものではないが、カバー１０の安定性を考慮して突起７１の突出側先端を揃えると
よい。
【０１２１】
　また、いずれの場合であっても、カバー１０の一部として構成してもよく、カバー１０
とは別体のものとしてカバー１０に取り付けるようにしてもよい。
【０１２２】
＜室外ユニット２Ｆの奏する効果＞
　以上のように、室外ユニット２Ｆによれば、カバー１０の表面に、カバー１０を安定し
て置くことができる構成を設けるようにしたので、作業者はより安心してカバー１０を部
品入れとして活用することができ、小物２５１を分類して置いておくこと等の行動を今以
上に誘引することができる。その結果として、カバー１０の裏面のラベル４０の見落とし
を更に減少させることができる。よって、冷媒を扱う作業時に、作業者に確実に冷媒名に
注視させることができる。
【０１２３】
　なお、実施の形態１～７で説明した内容を、室外ユニット２Ｆに適用してもよい。この
ようにすれば、各実施の形態で説明した内容が適宜組み合わされることになるので、各実
施の形態で説明した効果を相乗的に奏することにもなる。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　室内ユニット、２　室外ユニット、２Ａ　室外ユニット、２Ｂ　室外ユニット、２
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Ｃ　室外ユニット、２Ｄ　室外ユニット、２Ｅ　室外ユニット、３　圧縮機、４　四方弁
、５　室外熱交換器、６　流量制御装置、７　延長配管、８　液側配管接続バルブ、９　
ガス側配管接続バルブ、１０　カバー、１０Ａ　カバー、１０Ｂ　カバー、１０ａ　縁部
、１１　室内熱交換器、１２　液管側配管接続ジョイント、１３　ガス側配管接続ジョイ
ント、１４　駆動装置、１５　室外送風モータ、１６　室外ファン、１７　端子台、１８
　室内送風モータ、１９　送風ファン、２０　端子台、２１　据付板、２２　ＶＶＦケー
ブル、２３　冷媒チャージ用チャージポート、２４　封止用六角ナット、２５　真空ポン
プ、２６　チャージ用ホース、２７　圧力計、２８　弁棒六角ナット、２９　六角レンチ
、３０　ガス管側弁棒、３１　弁棒六角ナット、３２　液管側弁棒、３３　バルブ、４０
　ラベル、４０Ａ　表示内容、４１　ラベル本体、４２　カバーラベル部、４４　固定部
材、４４ａ　ネジ穴、４５　固定部材、４５ａ　ネジ穴、４６　ネジ保持部、４７　板状
片、５１　支持台、５２　基台、５３　電気品箱、５４　筐体、５５　前面意匠パネル、
５６　室内側駆動装置、５７　吸込口、５８　吹出口、５９　ビス、６０　断熱材、６１
　テープ、６２　パネル、６３　開口部、６４　ファンガード、６５　天板、６６　側面
パネル、６７　ケーブルカバー、６８　開口部、７０　ネジ部、７１　突起、２００　室
外ユニット、２０１　室外ユニット、２１０　カバー、２２０　製品銘版、２２３　チャ
ージポート、２５０　工具、２５１　小物、Ａ　空気調和機。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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